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■
は
じ
め
に

安
部
首
相
が
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
参
加
意
志
を
表
明
し
、七

月
か
ら
具
体
的
な
交
渉
が
始
ま
る
。
交
渉
参
加
国
は
、

十
月
に
は
交
渉
内
容
の
大
筋
合
意
を
目
指
し
て
お
り
、年

内
に
は
そ
の
妥
結
を
目
標
と
し
て
い
る
。
日
本
は
Ｔ
Ｐ
Ｐ

加
盟
だ
け
で
な
く
大
幅
な
Ｆ
Ｔ
Ａ
拡
大
を
目
指
し
て
お

り
、関
税
の
撤
廃
な
い
し
削
減
は
、グ
ロ
ー
バ
ル
に
ビ
ジ
ネ

ス
を
展
開
し
て
い
る
日
本
企
業
に
と
っ
て
利
益
を
変
動
さ

せ
る
内
容
で
あ
り
、企
業
戦
略
と
そ
の
戦
略
実
現
に
向
け

た
施
策
に
お
い
て
も
検
討
す
べ
き
重
要
な
課
題
と
な
る
。 

今
回
を
含
め
以
後
四
回
に
わ
た
り
、Ｔ
Ｐ
Ｐ
／
Ｆ
Ｔ

Ａ
が
本
格
的
に
な
っ
た
場
合
の
日
本
企
業
、特
に
グ
ロ
ー

バ
ル
に
事
業
展
開
し
て
い
る
製
造
業
を
中
心
に
、
企
業

戦
略
を
ど
う
舵
取
り
す
れ
ば
よ
い
の
か
、ま
た
、そ
の
対

応
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
ま
た
、本
誌

は
、企
業
に
お
け
る
Ｃ
Ｆ
Ｏ
や
財
務・経
理
部
門
の
読
者

が
中
心
で
あ
る
こ
と
か
ら
、財
務・経
理
視
点
で
、同
制

度
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
準
備
や
対
応
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
を
意
識
し
て
記
載
す
る
。

Ｔ
Ｐ
Ｐ
と
同
様
の
も
の
に
Ｅ
Ｐ
Ａ
／
Ｆ
Ｔ
Ａ
が
あ
る

が
、そ
れ
ら
の
関
係
は
図
１
の
よ
う
に
な
る
。
以
下
お
よ

び
二
回
目
以
降
の
文
面
で
は
、Ｅ
Ｐ
Ａ
と
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
区
別

せ
ず
、か
つ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
も
両
者
の
一
種
と
捉
え
、記
載
内
容

が
特
に
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
限
っ
た
こ
と
で
な
い
限
り
、一
律
に
Ｆ

Ｔ
Ａ
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
に
す
る
。 

■
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
お
け
る
世
界
的
潮
流
と
日
本 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
は
、自
由
貿
易
を
世
界
全
体
に
広
げ
る
多
角

的
貿
易
交
渉（
ド
ー
ハ・ラ
ウ
ン
ド
）を
提
唱
し
て
い
た
が
、

二
〇
一
一
年
一
二
月
に
そ
れ
を
断
念
す
る
発
表
を
し
た
。

そ
の
こ
と
が
、
個
々
の
国
や
地
域
間
で
協
定
が
結
ば
れ

る
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
交
渉
活
動
に
拍
車
を
か
け
た
。

日
本
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
参
加
の
表
明
は
、米
国
を
意
識

し
た
も
の
で
あ
る
。
米
国
の
政
策
に
便
乗
し
た
色
合
い

が
濃
い
が
、そ
の
意
味
で
は
、三
年
前
に
日
本
国
内
で
大

騒
ぎ
し
た
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ（
国
際
会
計
基
準
）の
適
用
と
似
て

い
る
。
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
適
用
も
、日
本
は
世
界
の
先
進
国
か
ら

遅
れ
を
と
っ
て
い
る
が
、こ
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
お
い
て
も
、他

国
か
ら
遅
れ
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、日
本
が
国

策
と
し
て
一
部
の
農
水
産
物
に
高
関
税
を
か
け
て
守
っ

て
き
た
背
景
に
あ
る
。
日
本
も
、す
で
に
幾
つ
か
の
国
と

Ｆ
Ｔ
Ａ
を
締
結
し
て
い
る
が
、日
本
の
農
水
産
物
に
影

響
が
少
な
い
国
と
の
締
結
で
あ
り
、そ
の
意
味
で
、今
回

米
国
が
参
加
し
て
い
る
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
に
日
本
が
参
加
表

明
し
た
こ
と
の
意
義
と
影
響
は
大
き
い
。

Ｔ
Ｐ
Ｐ
や
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
関
し
、賛
否
両
論
が
多
方
面
か
ら

あ
り
、こ
と
日
本
の
農
水
産
物
に
対
す
る
影
響
は
多
大

な
も
の
に
な
る
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、日

本
政
府
と
し
て
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
参
加
の
意
思
表
明
を
し
、か

つ
世
界
的
な
潮
流
で
Ｆ
Ｔ
Ａ
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
は
紛

れ
も
な
い
事
実
で
あ
り
、そ
れ
に
対
し
日
本
企
業
が
対

応
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
確
実
で
あ
る
。

Ｔ
Ｐ
Ｐ
／
Ｆ
Ｔ
Ａ
時
代
に
向
け
た

企
業
戦
略
と
対
応
の
ポ
イ
ン
ト 

﹇
第
１
回
﹈
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図1●TPPとEPA／FTAの関係

図2●原産地規制とは

金融投資の評価

157の国と地域が加盟している（2012年末時点）機関であり、
いずれの国に対しても同一の貿易条件を適用すること等、貿易の原則を定めている。

●WTOは、加盟国全体で等しい関税を適用することを原則としているのに対し、EPA／FTAは、
特定の国および地域間の取引について独自の協定を設けている。
●EPAとFTAは、対象とする取引等の範囲に違いがある。しかし実際には、FTAの締結にあたっても、
貿易以外の経済分野での協力に関して盛り込まれる例が多く、両者の実質的な差異はあまりない。
●TPPは、環太平洋地域に属する国家間での締結を目標としたEPA／FTAの一種といえる。

金融市場

株式、債券、企業等
のバリュエーション
やリスク分析

サーベイグラフの色

特定の国・地域間で適用

EPA（Economic Partnership Agreement：経済連携協定）
貿易の自由化に加え，投資，人の移動，知的財産の保護や競争政策におけるルール作
り、様 な々分野での協力の要素等を含む，幅広い経済関係の強化を目的とする協定。

FTA（Free Trade Agreement：自由貿易協定）
特定の国や地域の間で，物品の関税やサービス貿易の障壁等を削減・撤廃することを
目的とする協定。

TPP（Trans-Pacific Partnership：環太平洋戦略的経済連携協定）
環太平洋地域の国または地域間における経済の自由化を目的とした多角的な経済連
携協定。

EPA／FTA
の一種

実質的
差異はない

☞

POINT

WTO（World Trade Organization ：世界貿易機関）

日本での
加工の程度

FTAの対象
となる場合

日本での
加工の程度

FTAの対象と
ならない場合

FTAで定めた
税率を適用

FTAで定めた税率
→ 一般税率を適用

多少の加工を行ったのみでは 「日本産」とはいえない多くの部品を輸入し

一部の材料のみ輸入し 一定以上の加工をしたものは 「日本産」といえる

中 国 日 本 メキシコ

●「原産地規制」とは、取引される製品が、FTA締約国の原産品であることを確認するためのルール。
●第三国から調達した製品を、そのまま相手国に輸出する、または小範囲での加工だった場合、FTAの対象とはな
らない。

加盟国全体での適用

図1●TPPとEPA／FTAの関係

157の国と地域が加盟している（2012年末時点）機関であり、
いずれの国に対しても同一の貿易条件を適用すること等、貿易の原則を定めている。

●WTOは、加盟国全体で等しい関税を適用することを原則としているのに対し、EPA／FTAは、特定の
国および地域間の取引について独自の協定を設けている。
●EPAとFTAは、対象とする取引等の範囲に違いがある。しかし実際には、FTAの締結にあたっても、貿易以
外の経済分野での協力に関して盛り込まれる例が多く、両者の実質的な差異はあまりない。
●TPPは、環太平洋地域に属する国家間での締結を目標としたEPA／FTAの一種といえる。

特定の国・地域間で適用

EPA（Economic Partnership Agreement：経済連携協定）
貿易の自由化に加え，投資，人の移動，知的財産の保護や競争政策におけるルール作り、
様 な々分野での協力の要素等を含む，幅広い経済関係の強化を目的とする協定。

FTA（Free Trade Agreement：自由貿易協定）
特定の国や地域の間で，物品の関税やサービス貿易の障壁等を削減・撤廃することを
目的とする協定。

TPP（Trans-Pacific Partnership：環太平洋戦略的経済連携協定）
環太平洋地域の国または地域間における経済の自由化を目的とした多角的な経済連携協定。

EPA／FTA
の一種

実質的
差異はない

POINT

WTO（World Trade Organization ：世界貿易機関）

加盟国全体での適用

FTAあり

図2●原産地規制とは

日本での
加工の程度

FTAの対象
となる場合

日本での
加工の程度

FTAの対象と
ならない場合

FTAで定めた
税率を適用

FTAで定めた税率
→ 一般税率を適用

多少の加工を行ったのみでは 「日本産」とはいえない多くの部品を輸入し

一部の材料のみ輸入し 一定以上の加工をしたものは 「日本産」といえる

中 国 日 本 メキシコ

●「原産地規制」とは、取引される製品が、FTA締約国の原産品であることを確認するためのルール。
●第三国から調達した製品を、そのまま相手国に輸出する、または小範囲での加工だった場合、FTAの対象とはならない。

FTAあり
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■
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト 

さ
ま
ざ
ま
な
産
業
に
影
響
を
与
え
る
Ｆ
Ｔ
Ａ
で
あ
る

が
、
製
造
業
に
お
け
る
メ
リ
ッ
ト
／
デ
メ
リ
ッ
ト
に
は

次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。 

メ
リ
ッ
ト 

デ
メ
リ
ッ
ト 

■
原
産
地
規
制 

Ｆ
Ｔ
Ａ
を
適
用
す
る
た
め
に
は
、取
引
さ
せ
る
製
品

が
そ
の
国
で
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
確
認
の
た
め
の
ル
ー
ル
を「
原
産

地
規
制
」と
い
う（
図
２
を
参
照
）。
そ
の
方
法
に
は
、「
加

工
工
程
基
準
」「
関
税
番
号
変
更
基
準
」「
付
加
価
値
基

準
」が
あ
る
。
詳
細
説
明
は
二
回
目
以
降
に
行
う
こ
と

と
し
て
、い
ず
れ
に
し
て
も
、そ
の
証
明
を
取
得
し
な
い

限
り
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
適
用
さ
れ
ず
、Ｆ
Ｔ
Ａ
を
取
得
し
て
関

税
削
減
の
効
果
を
得
る
た
め
に
は
、企
業
と
し
て
自
国

で
生
産
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
の
業
務
手
続
き

を
す
る
必
要
が
あ
り
、か
つ
そ
の
書
類（
デ
ー
タ
）を
保

管
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

■
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に
お
け
る
Ｆ
Ｔ
Ａ
対
応　

 

グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
、特
に
製
造
業
に
お
い
て
は
、世
界

的
生
産・調
達
戦
略
の
も
と
、海
外
子
会
社
お
よ
び
本
社

間
で
、
生
産
品
の
輸
出
入
を
行
い
、
最
終
生
産
品
を
グ

ロ
ー
バ
ル
市
場
に
提
供
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、輸
出
入

の
た
び
に
そ
の
製
品・部
材
が
関
税
対
象
と
な
り
、そ
の

回
数
が
多
い
ほ
ど
関
税
が
嵩
み
、コ
ス
ト
ア
ッ
プ
の
要
因

と
な
る
。
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
恩
恵
を
得
て
関
税
を
抑
え
る
た
め

に
は
、
生
産・
調
達
戦
略
を
決
め
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、

先
述
の
よ
う
に
、そ
の
国
で
生
産
さ
れ
た
こ
と
を
証
明

す
る
原
産
地
証
明
を
行
う
た
め
に
、各
国
の
子
会
社
に

て
そ
の
業
務
手
続
き
を
行
う
仕
組
み
を
グ
ル
ー
プ
全
体

で
構
築
す
る
こ
と
が
有
効
に
な
る
。

す
で
に
大
手
自
動
車
会
社
な
ど
は
、自
社
内
に
Ｆ
Ｔ

Ａ
対
応
の
専
門
部
署
を
設
け
、グ
ロ
ー
バ
ル
で
の
Ｆ
Ｔ
Ａ

対
応
の
戦
略
立
案
と
実
行
を
推
進
し
て
い
る
が
、自
動

車
部
品
業
界
、ま
た
、そ
の
他
製
造
業
で
も
、戦
略
的
に

Ｆ
Ｔ
Ａ
対
応
を
し
て
い
る
企
業
は
ま
だ
ま
だ
少
な
い
。

ま
た
、先
に
日
本
は
遅
れ
を
と
っ
て
い
る
と
述
べ
た
が
、

同
じ
グ
ル
ー
プ
企
業
内
で
も
、日
本
本
社
で
は
無
関
心

で
あ
る
が
、海
外
子
会
社
で
は
既
に
Ｆ
Ｔ
Ａ
対
応
を
し

て
い
る
と
こ
ろ
も
多
い
。

■
Ｆ
Ｔ
Ａ
対
応
に
お
け
る
財
務・経
理
部
門
の
役
割 

こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、Ｆ
Ｔ
Ａ
対
応
は
国
が
定
め

た
経
済
政
策
で
は
あ
る
が
、そ
の
政
策
通
り
の
効
果
を
生

む
た
め
に
は
、
各
企
業
の
企
業
戦
略
や
企
業
内
の
業
務

対
応
が
不
可
欠
に
な
る
。
Ｆ
Ｔ
Ａ
対
応
は
グ
ロ
ー
バ
ル
で

の
税
務
施
策
で
あ
り
、そ
れ
が
製
品
の
価
格
や
コ
ス
ト
ひ

い
て
は
利
益
に
影
響
す
る
こ
と
か
ら
、財
務・経
理
部
門

の
役
割
が
今
後
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
財
務・

経
理
部
門
は
、日
本
だ
け
で
は
な
く
各
国
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
動

向
に
関
す
る
情
報
収
集
を
行
い
、グ
ル
ー
プ
企
業
内
の
関

係
者
に
対
し
て
そ
の
重
要
性
喚
起
と
情
報
発
信
を
行
う

と
と
も
に
、事
業
部
門
や
販
売・調
達・物
流
部
門
、各
国

小
会
社
関
係
者・
仕
入
先
を
も
交
え
て
、
そ
の
対
応
の

リ
ー
ド
役
を
担
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

次
回
以
降
そ
の
具
体
的
な
対
応
の
ポ
イ
ン
ト
を
解
説

し
て
い
く
。

※ 

株
式
会
社
ク
ニ
エ
は
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ
グ
ル
ー
プ
の
経
営
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
会
社
で
す
。

●
輸
出
品
の
関
税
が
削
減
さ
れ
、輸
出
先
で
の
価
格

競
争
力
が
増
し
、市
場
拡
大
に
繋
が
る
。 

●
輸
入
品
の
関
税
が
削
減
さ
れ
、
海
外
か
ら
安
い
部

材
調
達
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。 

●
市
場
国
の
関
税
を
理
由
に
海
外
進
出
す
る
必
要
が

な
く
な
り
、日
本
国
内
で
の
雇
用
確
保
に
繋
が
る
。

図1●TPPとEPA／FTAの関係

図2●原産地規制とは

金融投資の評価

157の国と地域が加盟している（2012年末時点）機関であり、
いずれの国に対しても同一の貿易条件を適用すること等、貿易の原則を定めている。

●WTOは、加盟国全体で等しい関税を適用することを原則としているのに対し、EPA／FTAは、
特定の国および地域間の取引について独自の協定を設けている。
●EPAとFTAは、対象とする取引等の範囲に違いがある。しかし実際には、FTAの締結にあたっても、
貿易以外の経済分野での協力に関して盛り込まれる例が多く、両者の実質的な差異はあまりない。
●TPPは、環太平洋地域に属する国家間での締結を目標としたEPA／FTAの一種といえる。

金融市場

株式、債券、企業等
のバリュエーション
やリスク分析

サーベイグラフの色

特定の国・地域間で適用

EPA（Economic Partnership Agreement：経済連携協定）
貿易の自由化に加え，投資，人の移動，知的財産の保護や競争政策におけるルール作
り、様 な々分野での協力の要素等を含む，幅広い経済関係の強化を目的とする協定。

FTA（Free Trade Agreement：自由貿易協定）
特定の国や地域の間で，物品の関税やサービス貿易の障壁等を削減・撤廃することを
目的とする協定。

TPP（Trans-Pacific Partnership：環太平洋戦略的経済連携協定）
環太平洋地域の国または地域間における経済の自由化を目的とした多角的な経済連
携協定。

EPA／FTA
の一種

実質的
差異はない

☞

POINT

WTO（World Trade Organization ：世界貿易機関）
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中 国 日 本 メキシコ

●「原産地規制」とは、取引される製品が、FTA締約国の原産品であることを確認するためのルール。
●第三国から調達した製品を、そのまま相手国に輸出する、または小範囲での加工だった場合、FTAの対象とはな
らない。

加盟国全体での適用

図1●TPPとEPA／FTAの関係

157の国と地域が加盟している（2012年末時点）機関であり、
いずれの国に対しても同一の貿易条件を適用すること等、貿易の原則を定めている。

●WTOは、加盟国全体で等しい関税を適用することを原則としているのに対し、EPA／FTAは、特定の
国および地域間の取引について独自の協定を設けている。
●EPAとFTAは、対象とする取引等の範囲に違いがある。しかし実際には、FTAの締結にあたっても、貿易以
外の経済分野での協力に関して盛り込まれる例が多く、両者の実質的な差異はあまりない。
●TPPは、環太平洋地域に属する国家間での締結を目標としたEPA／FTAの一種といえる。

特定の国・地域間で適用

EPA（Economic Partnership Agreement：経済連携協定）
貿易の自由化に加え，投資，人の移動，知的財産の保護や競争政策におけるルール作り、
様 な々分野での協力の要素等を含む，幅広い経済関係の強化を目的とする協定。

FTA（Free Trade Agreement：自由貿易協定）
特定の国や地域の間で，物品の関税やサービス貿易の障壁等を削減・撤廃することを
目的とする協定。

TPP（Trans-Pacific Partnership：環太平洋戦略的経済連携協定）
環太平洋地域の国または地域間における経済の自由化を目的とした多角的な経済連携協定。
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中 国 日 本 メキシコ

●「原産地規制」とは、取引される製品が、FTA締約国の原産品であることを確認するためのルール。
●第三国から調達した製品を、そのまま相手国に輸出する、または小範囲での加工だった場合、FTAの対象とはならない。

FTAあり

●
海
外
か
ら
関
税
が
削
減
さ
れ
た
製
品・
部
材
が
輸

入
さ
れ
る
た
め
、
価
格
競
争
力
の
な
い
企
業（
仕

入
先
含
む
）は
経
営
難
に
陥
る
場
合
も
あ
る
。 

●
原
産
地
を
証
明
す
る
社
内
業
務
が
増
え
る
。 


